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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 21 年 5 月 20 日開催の当社取締役会において、下記のとおり定款の一部

を変更する議案について、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の当社第 64 回定時株主総会に付

議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

１．変更の理由 

① 有価証券の保有および運用の事業を廃止したことから、事業目的を変更するもの

であります。 

② 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の

一部を改正する法律」（平成 16 年法律第 88 号）が平成 21 年 1 月 5 日に施行された

ことに伴い所要の変更を行うものであります。 

③ 経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を機動的に構築できるよう、取締役の

員数を 10 名以内から 5 名以内に変更するものであります。 

④ 事業年度における経営陣の責任を一層明確にするとともに、経営環境の変化に迅

速に対応するため、取締役の任期を 2 年以内から 1 年以内に変更するものでありま

す。 

 

２．変更の内容 

変更の内容は、以下のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します） 

現行定款 変更案 

第１章 総 則 

（目的） 

第２条 当会社次の事業を営むことを

目的とする。 

１．～７．（条文省略） 

８．有価証券の保有および運用 

９．  （条文省略） 

 

第２章 株 式 

（発行可能株式総数、単元株式数およ

び単元未満株券の不発行） 

第５条 （条文省略）  

③ 当会社は、単元株式数に満た

ない株式（以下「単元未満株

第１章 総 則 

（目的） 

第２条 当会社次の事業を営むことを目

的とする。 

１．～７．（現行通り） 

（削除） 

８．  （現行通り） 

 

第２章 株 式 

（発行可能株式総数・単元株式数） 

 

第５条 （現行通り） 

（削除） 

 



式」という。）に係る株券を発

行しない。ただし、株式取扱

規則に定めるところについて

は、この限りではない。  

 

 

（株券の発行） 

第７条 当会社は、株式取扱規則に定

めるところにより、株式に係

る株券を発行する。  

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基準日） 

第10条 当会社は、毎年３月 31 日の最

終の株主名簿に記載または

記録された議決権を有する

株主（実質株主を含む。以下

同じ。）をもって、その事業

年度に関する定時株主総会

において権利を行使するこ

とができる株主とする。 

②  （条文省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（株式取扱規則） 

第９条 （条文省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（株券の発行） 

第７条 （削除） 

 

 

 

（単元未満株式の売渡請求） 

第７条 当会社の単元株式数に満たない

株式（以下「単元未満株式」という。）

を有する株主は、株式取扱規則に定め

るところにより、その単元未満株式の

数と併せて単元株式数となる数の株式

を売り渡すことを請求することができ

る。 

（基準日） 

第８条 当会社は、毎年３月 31 日の最終

の株主名簿に記載または記録

された議決権を有する株主を

もって、その事業年度に関する

定時株主総会において権利を

行使することができる株主と

する。 

 

② （現行通り） 

 

（株主名簿管理人） 新設 

第９条 当会社は、株主名簿管理人を置

く 

➁ 株主名簿管理人およびその事

務取扱場所は、取締役会の決議を

よって定め、これを公告する。 

➂ 当会社の株主名簿および新株

予約権原簿の作成ならびに備置

き、その他の株式に関する事務

は、これを株主名簿管理人に取り

扱わせ、当会社においては取扱わ

ない。 

 

（株式取扱規則） 第 9 条より移設 

第１０条 （現行通り）  

 

附 則  ⇒ １年間の有効期限を追

記、経過後直ちに削除 

第１条  当会社の株券喪失登録簿の作



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 取締役および取締役会 

（員数および選任方法） 

第 18 条 当会社の取締役は、10 名以

内とする。 

②～④（条文省略） 

 

第 19 条 取締役の任期は、選任後２

年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時

株主総会終結の時までとす

る。 

   ②（条文省略） 

 

成   

および備置きその他の株券喪失

登録簿に関する事務は、これを

株主名簿 管理人に取扱わせ、

当会社においては取り扱わな

い。 

第２条 前条および本条は、平成２２年

１月６日をもって削るものとする。 

 

第４章 取締役および取締役会 

（員数および選任方法） 

第 18 条 当会社の取締役は、5名以内と

する。 

②～④ （現行通り） 

 

第 19 条 取締役の任期は、選任後１年以

内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会

終結の時までとする。 

   ②（現行通り） 

 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日   平成 21 年 6 月 26 日（予定） 

定款変更の効力発生日        平成 21 年 6 月 26 日（予定） 

 

以上 


